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Ⅰ 保険医、保険医療機関の責務

１ 保険医、保険医療機関

(1) 保険医とは

健康保険法の規定により、「保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師

は、厚生労働大臣の登録を受けた医師でなければならない。」（健康保険法第64条）と

されている。

(2) 保険医登録とは

医師国家試験に合格し、医師免許を受けることにより自動的に保険医として登録さ

れるわけではない。医師が保険診療を担当したいという自らの意思により、勤務先医

療機関の所在地（勤務していない場合は住所地）を管轄する地方厚生(支)局長（所在

地を管轄する地方厚生(支)局の事務所がある場合には、当該事務所を経由して行う）

へ申請する必要がある。また、申請後交付された保険医登録票は適切に管理し、登録

内容に変更が生じた時には速やかに（変更の内容によっては保険医登録票を添えて）

届け出る必要がある。（健康保険法第71条）

2 医療機関と保険医療機関

医療機関である病院、診療所は、医療法で規定されている、公衆又は特定多数人のた

めの医業を行う場所である。

保険医療機関は、健康保険法等で規定される療養の給付を行う病院、診療所であり、

保険医療機関は、病院、診療所の開設者の申請により厚生労働大臣が指定する。保険医

療機関は療養担当規則で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならず、療

養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

保険医・保険医療機関の責務

「保険医療機関において診療に従事する保険医は、厚生労働省令の定めるところに

より、健康保険の診療に当たらなければならない。」（健康保険法第72条）とされてい

る。

ここでいう厚生労働省令が「保険医療機関及び保険医療養担当規則」（療養担当規

則）と呼ばれるものであり、保険診療を行うに当たって、保険医療機関と保険医が遵

守すべき基本的事項を定めたものである。

主な関係法令

保険診療の前提として医師法・医療法・薬事法等を遵守する必要がある。

医師法

免許（第2条）

相対的欠格事由(第4条)

次のいずれかに該当する者には免許を与えないことがある。

一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者

二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
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三 罰金以上の刑に処せられた者

四 医事に関し犯罪又は不正の行為があった者

免許の取消、医業の停止（第7条）

医師が相対的欠格事由のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような

行為があったときは次の処分をすることができる。

一 戒告

二 3年以内の医業の停止

三 免許の取り消し

診療に応ずる義務等（第19条）

診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、

これを拒んではならない。

診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は

出生証明書若しくは死産証明書の交付の求めがあった場合には、正当な事由がなけ

れば、これを拒んではならない。

処方せん交付義務（第22条）

医師は、患者に対し治療上薬剤を投与する必要があると認めた場合には、患者又は

現にその看護に当たっている者に対して処方せんを交付しなければならない。

無診察治療等の禁止（第20条）

医師が自ら診察を行わずに治療をし、診断書もしくは処方せんを交付してはならな

い。（保険診療としても当然認められない。）

（無診察治療の例）

・ 定期的に通院する慢性疾患の患者に対し、診察を行わず処方せんのみ交付。

診療録に、診察に関する記載が全くない、又は「薬のみ」等の記載しかないと、

無診察治療が疑われかねない。このようなことを避けるために診療録は十分に

記載する必要がある。

診療録の記載及び保存（第24条）

医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければ

ならない。

忙しいから週末にまとめて診療録を記載するとういことはしてはいけない。

診療録は、5年間保存しなければならない。勤務医の診療録については病院又は診

療所の管理者が保存し、それ以外の診療録については医師本人が保存する。

２ 保険診療の基本的ルール

○ 保険診療は、健康保険法等の各法に基づく、保険者と保険医療機関との間の「公法

上の契約」に基づいている。

○ 保険医療機関及び保険医であるということは、健康保険法等で規定されている保険

診療のルール（契約の内容）を熟知していることが前提となる。

○ 保険医が保険診療を行うにあたっては、保険診療のルールを遵守する必要がある。

保険診療として診療報酬が支払われるには次の条件を満たさなければならない
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① 保険医が

② 保険医療機関において

③ 健康保険法、医師法、医療法、薬事法等の各種関係法令の規定を遵守し

④ 『療養担当規則』の規定を遵守し

⑤ 医学的に妥当適切な診療を行い

⑥ 診療報酬点数表に定められたとおりに請求を行っていること

Ⅱ 保険医療機関及び保険医療養担当規則

保険診療を行う上で保険医療機関と保険医が遵守すべき事項として厚生労働大臣が定

めたものであり、大きく以下の事項につき取りまとめられている。

・第１章：保険医療機関の療養担当

療養の給付の担当範囲、担当方針 等

・第２章：保険医の診療方針等

診療の一般的・具体的方針、診療録の記載 等

(1) 療養の給付の担当方針（第2条）

保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。

保険医療機関が担当する療養の給付は、患者の療養上妥当適切なものでなければなら

ない。

(2) 適正な手続の確保（第2条の3）

保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生(支)局

長 に対する申請、届出等及び療養の給付に関する費用の請求に係わる手続を適正に行

わなければならない。

（例）7対1入院基本料で届け出をしていた保険医療機関が看護師の減少により看護基

準を満たすことができなくなった場合、保険医療機関は速やかに地方厚生(支)局

に変更等の届け出を行わなければならない。

(3) 特定の保険薬局への患者誘導の禁止（第2条の5）（19条の3）（第23条）

患者に対して、「特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等」を行ったり、

「指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益」を受ける

ことは、療養担当規則により禁止されている。

なお、保険医が交付した処方せんに関し、保険薬局の保険薬剤師から疑義の照会があ

った場合には、適切に対応する必要がある。

(4) 特殊療法・研究的診療等の禁止（第18条）（第19条）（第20条）

医学的評価が十分に確立されていない、「特殊な療法又は新しい療法等」の実施、「厚

生労働大臣の定める医薬品以外の薬物」の使用、「研究の目的」による検査の実施など

は、保険診療上認められるものではない。

（例外）

・先進医療（高度医療を含む）による一連の診療

・治験による薬剤の投与や、これに伴う一連の検査
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(5) 健康診断の禁止（第20条）

健康診断は、保険診療として行ってはならない。

(6) 濃厚（過剰）診療の禁止（第20条）

検査、投薬、注射、手術・処置等は、診療上の必要性を十分考慮した上で、段階を踏

んで必要の範囲内で行う必要がある。

(7) 適正な費用の請求の確保（第23条の2）

保険医は、その行った診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養

の給付に関する費用の請求が適切なものとなるよう努めなければならない。

「請求関係は事務に一任しているのでこんな請求がされているとは知らなかった。」

というようなことがないように保険医はレセプトを確認する必要がある。

Ⅲ 医科診療報酬点数に関する留意事項

１ 診療録（カルテ）

○ 診療報酬請求の根拠は、診療録にある。

○ 診療録記載は医師法、療養担当規則に基づく重要な義務である。

(1) 診療録とは

診療録（カルテ）は、診療経過の記録であると同時に、診療報酬請求の根拠でもあ

る。診療事実に基づいて必要事項を適切に記載していなければ、診療報酬請求の根拠

がないと判断される場合もある。

(2) 診療録に関する規定

① 診療録の記載（医師法第24条、療担第22条）

「医師は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、必要な事項を診療録に記載

しなければならない。」とされており、さらに医師法においては違反した場合の罰

則も規定されている。（罰則：50万円以下の罰金）

② 診療録の保存（医師法第24条第２項、療担第９条）

「患者の診療録は、その完結の日から５年間保存しなければならない。」

さらに療養担当規則では「療養の給付の担当に関する帳簿・書類その他の記録は、

その完結の日から３年間保存しなければならない。」と規定されている。

(3) 記載上の留意点（一例）

・ 診療の都度、診療の経過を記載する。必然的に、外来患者であれば受診の都度、

入院患者であれば原則として毎日、診療録の記載がなされることになる。

・ 慢性期入院患者、集中治療室入室中の患者、慢性疾患で長期通院中の患者等につ

いても、診療録の記載が必要なことは当然である。
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・ 診療録に記載すべき事項が、算定要件として定められている診療報酬点数の項目

があることに留意する。

・ 修正等の履歴が確認できるよう、記載はペン等で行うとともに、修正は修正液・

貼り紙等を用いず二重線で抹消し行う。

・ 責任の所在を明確にするため、署名を記載の都度必ず行う。

(4) 医療情報システム（電子カルテ等）に関する留意点

・ 端末使用開始前に、ログアウトの状態であることを確認すること。また、席を離

れる際には必ずログアウトすること。

・ パスワードは定期的に見直し、不正アクセスの防止に努めること。また、パスワ

ード等を記したメモ等を端末に掲示等しないこと。

・ 医師が他の者（例えば担当看護師等）にパスワードを伝達し、食事、臨時処方等

のオーダーの入力代行等をさせることのないようにすること（場合によっては、当

該看護師の無資格診療を問われる可能性がある）。

・ 電子カルテにおいても紙カルテと同様に、修正等の履歴が確認できるシステムが

構築されていること。

・ いわゆるレセプトコンピュータの場合、コンピュータ内に記録が保存されていた

としてもカルテとは見なされないこと。（入力の都度、紙へ出力したものを編綴し

ておく必要がある。）

２ 傷病名

○ 診断の都度、医学的に妥当適切な傷病名を、診療録に記載する。

○ いわゆる「レセプト病名」を付けるのではなく、必要があれば症状詳記等で

説明を補うようにする。

(1) 傷病名記載上の留意点

・ 医学的に妥当適切な傷病名を主治医自ら付けること。請求事務担当者が主治医に

確認することなく傷病名を付けることは厳に慎むこと。

・ 診断の都度、診療録（電子カルテを含む。）の所定の様式に記載すること。なお、

電子カルテ未導入の医療機関において、「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」に未準拠のオーダーエントリーシステムに傷病名を入力・保存しても、

診療録への傷病名の記載とは見なされないため、必ず診療録自体に記載すること。

・ 必要に応じて慢性・急性の区別、部位・左右の区別をすること。

・ 診療開始年月日、終了年月日を記載すること。

・ 傷病の転帰を記載し、病名を逐一整理すること。特に、急性病名が長期間にわた

り継続するのは不自然な場合があるので、適宜見直しをすること。

・ 疑い病名は、診断がついた時点で、速やかに確定病名に変更すること。また、当

該病名に相当しないと判断した場合は、その段階で中止とすること。

(2) 症状詳記
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レセプト上の傷病名等のみで診療内容の説明が不十分と思われる場合は、請求点数

の高低に関わらず、「摘要」欄や「症状詳記」で補う必要がある。

・ 当該診療行為が必要な具体的理由を、簡潔明瞭かつ正確に記述すること。

・ 客観的事実（検査結果等）を中心に記載すること。

・ 診療録の記載やレセプトの内容と矛盾しないこと。

(3) いわゆる「レセプト病名」について

保険適応外の診療行為を保険請求するために、レセプト作成のためのみに用いられ

る、実態のない架空の傷病名（いわゆる「レセプト病名」）を用いてレセプトを作成

することは、極めて不適切であり、返還の対象となるだけでなく、不正請求とも判断

されかねないものである。

（不適切な傷病名の例）

投薬・注射の適応外投与ための「レセプト病名」

・ 「上部消化管出血」「胃潰瘍」 → 適応外のＨ２ブロッカーの使用目的

・ 「低アルブミン血症」 → 適応外のアルブミン製剤の使用目的

・ 「好中球減少症」「重症感染症」 → 適応外のＧ－ＣＳＦの使用目的

・ 「ビタミン欠乏症」「摂食不能」 → 適応外のビタミン製剤の使用目的

Ⅳ 保険診療に関するその他の事項

１ 診療報酬明細書（レセプト）の作成

(1) レセプトへの関与について

診療報酬明細書（レセプト）は、請求事務部門が単独で作成するものではなく、保

険医も作成の一翼を担っていることを十分に認識する必要がある。

また、誤請求や不適切請求を未然に防ぐためにも、レセプトの作成を請求事務部門

任せにするのではなく、主治医が自らレセプトの点検作業等に参加し、レセプト作成

に積極的に関わる必要がある。

（参考：療養担当規則）

第２３条の２（適正な費用の請求の確保）

保険医は、その行った診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う

療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

(2) レセプト点検のポイント

審査支払機関への提出前には、主治医自ら必ず診療録等と照合し、記載事項に誤り

や不備等がないか十分に確認する必要がある。

以下に、保険医がレセプト点検の際に注意すべき留意点の一例を示す。これらはあ

くまで参考であり、医療機関の診療体制の実態に応じて、適切なレセプトチェック体

制を院内全体で確立する必要がある。

（レセプト点検時の注意点の一例）

① 傷病名
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・ 診療録に記載（あるいは医療情報システムに登録）した傷病名と一致してい

るか。

・ 査定等を防ぐことを目的とした実態のない架空の傷病名（いわゆる「レセプ

ト病名」）が記載されていないか。

・ 疑い病名、急性病名等が長期間にわたり放置されていないか。

・ 診療開始日が、レセプトと診療録とで一致しているか。

② 請求内容

・ レセプトの請求内容は、診療録の診療内容と一致しているか。

・ 診療録への必要記載事項が定められた項目の請求については、必要な事項が

きちんと診療録に記載されているか。

・ 医師がオーダーしていない医学管理料等が算定されていないか。また、同一

の医学管理料が、入院と外来とで重複して算定されていないか。

・ 中止、取消した薬剤等が誤って算定されていないか。また、処置等に用いた

薬剤を投薬欄に記載するなど、誤った場所に記載されていないか。

・ 処置名、術式は、実際に行った手術と合致しているか。

・ 摘要欄の記載が適切に行われているか。

③ DPC／PDPS

・ 診断群分類は医学的に妥当適切なものか。

・ 傷病名、副傷病名その他レセプト上の傷病名が、診療録上のものと一致して

いるか（診断群分類の決定過程に単独で付けられた傷病名となっていないか。）。

・ 入院中に新たに発生した手術・処置・副傷病等により、入院時に付けた診断

群分類と異なっていないか。

・ 本来は出来高で請求すべき患者がDPC/PDPSで請求されていないか。

(3) 症状詳記について

レセプト上の傷病名や請求項目のみでは診療内容に関する説明が不十分と思われる

場合は、診療から保険請求に至った経緯について「症状詳記」として作成し、レセプ

トに添付する必要がある。この際、検査データ等の客観的・具体的事実を簡潔明瞭に

記載することが望ましい。

２ 患者から受領できる費用

一部負担金等の受領について

療養担当規則の規定により、患者から受領できる費用の範囲が以下のとおり定められ

ている。これらの費用は、原則的に全ての患者から徴収する必要があり、特定の患者（職

員、職員の家族等）に対して減免等の措置を取ってはならない。

（患者に負担を求めることができるもの）

① 患者一部負担金

② 入院時食事療養費・入院時生活療養費の標準負担額

③ 保険外併用療養費における自費負担額

④ 人工腎臓を実施した患者について、療養の一環として行われた食事以外の食事

の実費

⑤ 療養の給付と直接関係ないサービス等の実費
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３ 保険外併用療養費制度について

保険外併用療養費制度は、保険外負担のあり方を抜本的に見直し、適正な医療の効

率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養を「評価療養」、特別の病室の

提供など被保険者の選定に係るものを「選定療養」として整理再編したものである。

「評価療養」とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療

養であって、将来的に保険給付の対象として認めるかどうかについて、適正な医療の

効率化を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの

をいい、基礎的な部分を保険外併用療養費として保険給付する制度である。

患者の不当な自己負担が生じないよう、例えば“先進医療”は医療機関等の届出に

基づき、厚生労働大臣の設置する先進医療専門家会議において個々の技術について審

査・承認し、その内容や費用を明確化するとともに、それらの情報の院内での掲示等

を義務付けている。

（評価療養の種類）

先進医療（高度医療を含む）

医薬品の治験に係る診療

医療機器の治験に係る診療

薬事法承認後で保険（薬価基準）収載前の医薬品の投与

薬事法承認後で保険適用前の医療機器の使用等

保険（薬価基準）収載医薬品の適応外使用（公知申請されたもの）

保険収載医療機器の適応外使用（公知申請されたもの）

「選定療養」とは、患者の選択に委ねることが適当なサービスについて、患者が自

ら選択して追加的な費用を自己負担しつつ、基礎的部分について療養費の支給を受け

ながら診療を受けることを認める制度である。

患者の不当な自己負担が生じないよう、個々のサービスについて、患者に対する十

分な説明、患者の自己選択の保障、質の確保などの一定のルール化を定め、その内容

や費用を明確化するとともに、それらの情報の院内での掲示等を義務付けている。

（選定療養の種類）

特別の療養環境の提供

予約診療

時間外診察

前歯部の金合金等

金属床総義歯

う蝕の継続的な指導管理

２００床以上の病院の未紹介患者の初診

２００床以上の病院の再診

制限回数を超える医療行為

１８０日を超える入院
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４ サービス等に対する実費徴収について

(1) 「療養の給付と直接関係ないサービス等」の費用の徴収について

患者に対し、保険診療における療養の給付と直接関係のないサービス等を提供し、

その費用を患者から別途徴収することについては、一定の範囲内で認められており、

サービスの範囲や運用上の留意事項等が通知により示されている

なお、これらのサービスを提供し、その費用の徴収を行おうとする場合には、一つ

の診療科や病棟のみで判断するのではなく、個々の事例ごとに、請求事務部門等に事

前に相談し、費用の徴収の可否を確認した上で運用を開始するべきである。

（費用の徴収に必要な手続き）

① 保険医療機関等内の見やすい場所（例えば受付窓口、待合室等）に、費用徴収

が必要となるサービス等の内容や料金について、患者に分かりやすく掲示する。

② 費用徴収が必要となる場合には、患者に対し、サービスの内容や料金等につい

てきちんと説明し、文書により同意を確認の上で徴収する。

③ 徴収する費用については、社会的にみて妥当適切なものとする。

④ 患者から費用徴収した場合は、他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行

する。「お世話料」「施設管理料」「雑費」等の曖昧な名目での費用徴収は認めら

れない。

(2) 療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例

療養の給付と直接関係ないサービス等
療養の給付と直接関係ないサービス等

とはいえないもの

1.日常生活上のサービスに係る費用 1.手技料等に包括されている材料
ｱ おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、Ｔ字帯代 やサービスに係る費用
ｲ 病衣貸与代（手術、検査等を行う場合の病衣貸与を ｱ 入院環境等に係るもの

除く。） （例）シーツ代、冷暖房代、電気代（ヘッ

ｳ テレビ代 ドホンステレオ等を使用した際の充電

ｴ 理髪代 に係るもの等）、清拭用タオル代、おむ

ｵ クリーニング代 つの処理費用、電気アンカ・電気毛布

ｶ ゲーム機、パソコン（インターネットの利用等）の の使用料、在宅療養者の電話診療、医

貸出し 療相談、血液検査など検査結果の印刷

ｷ ＭＤ、ＣＤ、ＤＶＤ各プレイヤーの貸出し及びその 費用代等

ソフトの貸出し ｲ 材料に係るもの

ｸ 患者図書館の利用料 等 （例）衛生材料代（ガーゼ代、絆創膏代等）、

おむつ交換や吸引などの処置時に使用

2.公的保険給付とは関係のない文書の発行 する手袋代、手術に通常使用する材料

に係る費用 代（縫合糸代等）、ウロバッグ代、皮膚

ｱ 証明書代 過敏症に対するカブレ防止テープの提

（例）産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する 供、骨折や捻挫などの際に使用するサ

意見書、生命保険等に必要な診断書等の作成代 ポーターや三角巾、医療機関が提供す

等 る在宅医療で使用する衛生材料等、医

ｲ 診療録の開示手数料（閲覧、写しの交付等に係る 師の指示によるスポイト代、散剤のカ

手数料） プセル充填のカプセル代、一包化した

ｳ 外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の 場合の分包紙代及びユニパック代

翻訳料等 等

ｳ サービスに係るもの

3.診療報酬点数表上実費徴収が可能なもの （例）手術前の剃毛代、医療法等において

として明記されている費用 設置が義務付けられている相談窓口で

ｱ 在宅医療に係る交通費 の相談、車椅子用座布団等の消毒洗浄

ｲ 薬剤の容器代（ただし、原則として保険医療機関等 費用、インターネット等より取得した
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から患者へ貸与するものとする。） 等 診療情報の提供、食事時のとろみ剤や

フレーバーの費用 等

4.医療行為ではあるが治療中の疾病又は負 2.診療報酬の算定上、回数制限の
傷に対するものではないものに係る費用 ある検査等を規定回数以上に行っ

ｱ インフルエンザ等の予防接種 た場合の費用（費用を徴収できるものと

ｲ 美容形成（しみとり等） して、別に厚生労働大臣の定めるものを除

ｳ 禁煙補助剤の処方等（ニコチン依存症管理料の算定 く。）

対象となるニコチン依存症（以下「ニコチン依存症」

という。）以外の疾病について保険診療により治療 3.新薬、新医療機器、先進医療等
中の患者に対し、スクリーニングテストを実施し、 に係る費用
ニコチン依存症と診断されなかった場合であって、 ｱ 薬事法上の承認前の医薬品・医療機器

禁煙補助剤を処方する場合に限る。）等 （治験に係るものを除く。）

ｲ 適応外使用の医薬品（評価療養を除く。）

5.その他 ｳ 保険適用となっていない治療方法(先進

ｱ 保険薬局における患家への調剤した医薬品の持参料 医療を除く｡) 等

ｲ 日本語を理解できない患者に対する通訳料

ｳ 他院より借りたフィルムの返却時の郵送代

ｴ 院内併設プールで行なうマタニティースイミングに

係る費用 等

５ 自己診療、自家診療について

(1) 自己診療について

医師が、自身に対して診察し治療を行うことを「自己診療」といい、健康保険法等

に基づく現行の医療保険制度は、被保険者等の患者（他人）に対して診療を行う場合

についての規定であるとされていることから、自己診療を保険診療として行うことに

ついては、現行制度下では認められていない。保険診療として請求する場合は、同一

の保険医療機関であっても、他の保険医に診察を依頼し、治療を受ける必要がある。

(2) 自家診療について

医師が、医師の家族や従業員に対し診察し治療を行うことを「自家診療」という。

自家診療を保険診療として認めるかどうかは、加入する医療保険制度の保険者によ

って取扱いが異なる。保険診療として認められる場合は、診療録を作成し、必ず診察

を行った上で、その内容を診療録に記載し、一部負担金を適切に徴収するのは当然で

ある。無診察投薬、診療録記載の省略、一部負担金を徴収しない等の問題が起こりや

すいため、診察をする側、受ける側ともに注意が必要である。

Ⅴ 健康保険法等に基づく指導・監査について

(1) 指導について

保険診療の質的向上と適正化を目的として行われるものであり、保険医療機関、保

険医として指定、登録されたすべてが対象となり得る。

指導には、集団指導、集団的個別指導及び個別指導がある。個別指導のうち、厚生

労働省・地方厚生(支)局・都道府県が共同して行うものを共同指導といい、特に大学

附属病院、臨床研修病院等を対象として行うものを特定共同指導という。

(2) 監査について

診療内容及び診療報酬請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足る理由が
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あるときに行われる。監査後の行政上の措置として、保険医療機関、保険医の「取消」

「戒告」「注意」がある。

又、本来、「取消」を行うべき事例であるが、すでに保険医療機関が廃止され、又

は保険医が登録抹消している等の場合には、「取消相当」という扱いとし、「取消」と

同等に取扱われる。

なお、不正請求の代表例としては次のようなものがある。

①架空請求 実際に診療を行っていない者につき診療をしたごとく請求するこ

と。

診療が継続している者であっても当該診療月に診療行為がないに

もかかわらず請求を行った場合、当該診療月分については架空請求

となる。

② 付 増 請求 診療行為の回数(日数)、数量、内容等を実際に行ったものより多
つけまし

く請求すること。

③振替請求 実際に行った診療内容を保険点数の高い他の診療内容に振替えて

請求すること。

④二重請求 自費診療で行って患者から費用を受領しているにもかかわらず、

保険でも診療報酬を請求すること。

⑤その他の請求 ａ 医師数、看護師等数の標欠

ｂ 定数超過入院

ｃ 非保険医の診療、業務上の傷病についての診療に関して請求す

ること

ｄ 保険医療機関以外の場所での診療に関して請求すること

ｅ 保険請求できない診療行為(押し掛け往診、健康診断、無診察

投薬、自己診療等)等に関して請求すること。

取消処分となった場合は原則5年間は再指定・再登録は行わないこととなっている。

(2) 保険医療機関・保険医等の取消／取消相当の状況（平成22年度）

・保険医療機関等の指定取消／指定取消相当 … ２２件

保険医等の登録取消／登録取消相当 … ２０名

（特徴等）

・ 保険医療機関等の指定取消処分（指定取消相当を含む。）の原因（不正内容）

を見ると、不正請求（架空請求、付増請求、振替請求、二重請求）がそのほとん

どを占めている。



- 14 -

資 料 保険医療機関及び保険医療養担当規則

（いわゆる「療担」、「療養担当規則」）

○保険医療機関及び保険医療養担当規則

（昭和32年4月30日 厚生省令第15号）

（最終改正：平成24年3月5日 厚生労働省令第26号）

※下線部は24年3月改正部分

健康保険法（大正十一年法律第七十号）第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項（これらの

規定を同法第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。）の規定に基き、並びに日雇労働者健康

保険法（昭和二十八年法律第二百七号）及び船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）を実施するため、

保険医療機関及び保険医療養担当規則を次のように定める。

保険医療機関及び保険医療養担当規則

目次

第一章 保険医療機関の療養担当（第一条―第十一条の三）

第二章 保険医の診療方針等（第十二条―第二十三条の二）

第三章 雑則（第二十四条）

附則

第一章 保険医療機関の療養担当

（療養の給付の担当の範囲）

第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であった者並びにこれらの者

の被扶養者の療養（以下単に「療養の給付」という。）の範囲は、次のとおりとする。

一 診察

二 薬剤又は治療材料の支給

三 処置、手術その他の治療

四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

（療養の給付の担当方針）

第二条 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。

２ 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であった者並びにこれらの者の被扶

養者である患者（以下単に「患者」という。）の療養上妥当適切なものでなければならない。

（診療に関する照会）

第二条の二 保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医

療機関から照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。

（適正な手続の確保）

第二条の三 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しく

は地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を

適正に行わなければならない。

（健康保険事業の健全な運営の確保）

第二条の四 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうこ

とのないよう努めなければならない。

（経済上の利益の提供による誘引の禁止）
第二条の四の二 保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額

に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることそ
の他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当
該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
※ 平成24年10月１日施行

（特定の保険薬局への誘導の禁止）

第二条の五 保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医（以下

「保険医」という。）の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受け

るべき旨の指示等を行つてはならない。

２ 保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤
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を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受し

てはならない。

（掲示）

第二条の六 保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、第五条の三第四項、第五条の

三の二第四項及び第五条の四第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示し

なければならない。

（受給資格の確認）

第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する

被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。ただし、緊急やむ

を得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者であって、療養の給付を受ける資格

が明らかなものについては、この限りでない。

（要介護被保険者等の確認）

第三条の二 保険医療機関等は、患者に対し、訪問看護、訪問リハビリテーションその他の介護保険法

（平成九年法律第百二十三号）第八条第一項に規定する居宅サービス又は同法第八条の二第一項に規

定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第十二条第三項に規定する

被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条に規定する要介護被保険者等であ

るか否かの確認を行うものとする。

（被保険者証の返還）

第四条 保険医療機関は、当該患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由に

より当該患者から被保険者証の返還を求められたときは、これを遅滞なく当該患者に返還しなければ

ならない。ただし、当該患者が死亡した場合は、健康保険法（大正十一年法律第七十号。以下「法」

という。）第百条、第百五条又は第百十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料を受けるべき

者に返還しなければならない。

（一部負担金等の受領）

第五条 保険医療機関は、被保険者又は被保険者であった者については法第七十四条の規定による一部

負担金、法第八十五条に規定する食事療養標準負担額（同条第二項の規定により算定した費用の額が

標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「食事療養標準負担額」という。）、法

第八十五条の二に規定する生活療養標準負担額（同第二項の規定により算定した費用の額が生活療養

標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「生活療養標準負担額」という。）又は

法第八十六条の規定による療養（法第六十三条第二条第一号に規定する食事療養（以下「食事療養」

という。）及び同行第二号に規定する生活療養（以下「生活療養」という。）を除く。）についての費用

の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額（食

事療養を行つた場合においては食事療養標準負担額を加えた額とし、生活療養を行った場合において

は生活療養標準負担額を加えた額とする。）の支払を、被扶養者については法第七十六条第二項、第八

十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定の例により算定

された費用の額から法第百十条の規定による家族療養費として支給される額に相当する額を控除した

額の支払を受けるものとする。

２ 保険医療機関は、食事療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第八十五条第二項又

は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当該療養

に要する費用の範囲内において法第八十五条の二第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費

用の額を超える金額の支払いを、法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養（以下「評価療養」

という。）又は同項第四号に規定する選定療養（以下「選定療養」という。）に関し、当該療養に要す

る費用の範囲内において法第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超

える金額の支払を受けることができる。

（領収証等の交付）

第五条の二 保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正
当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなけれ
ばならない。

２ 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がな

い限り、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。ただ

し、領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由があ

る場合は、患者から求められたときに交付することで足りるものとする。

３ 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
※ 平成26年４月１日施行
※ ただし、400床以上の病院を除き、明細書を常に交付することが困難であること

について正当な理由がある場合には、当分の間、患者から求められたときに明細
書を交付することで足りる。また、正当な理由がある場合には当分の間有償で発
行することができる。
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（食事療養）

第五条の三 保険医療機関は、その入院患者に対して食事療養を行うに当たつては、病状に応じて適切

に行うとともに、その提供する食事の内容の向上に努めなければならない。

２ 保険医療機関は、食事療養を行う場合には、次項に規定する場合を除き、食事療養標準負担額の支

払を受けることにより食事を提供するものとする。

３ 保険医療機関は、第五条第二項の規定による支払を受けて食事療養を行う場合には、当該療養にふ

さわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費

用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

４ 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関

する事項を掲示しなければならない。

（生活療養）

第五条の三の二 保険医療機関は、その入院患者に対して生活療養を行うに当たっては、病状に応じて

適切に行うとともに、その提供する食事の内容の向上並びに温度、証明及び給水に関する適切な療養

環境の形成に努めなければならない。

２ 保険医療機関は、生活療養を行う場合には、次項に規定する場合を除き、生活療養標準負担額の支

払いを受けることにより食事を提供し、温度、証明及び給水に関する適切な療養環境を形成するもの

とする。

３ 保険医療機関は、第五条第二項の規定による支払いを受けて生活療養を行う場合には、当該療養に

ふさわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び

費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

４ 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関

する次項を掲示しなければならない。

（保険外併用療養費に係る療養の基準等）

第五条の四 保険医療機関は、評価療養又は選定療養に関して第五条第二項の規定による支払を受けよ

うとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める

基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、

その同意を得なければならない。

２ 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項

を掲示しなければならない。

（証明書等の交付）

第六条 保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、

意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第八十七条第一項

の規定による療養費（柔道整復を除く施術に係るものに限る。）、法第九十九条第一項の規定による傷

病手当金、法第百一条の規定による出産育児一時金、法第百二条の規定による出産手当金又は法第百

十四条の規定による家族出産育児一時金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。

（指定訪問看護の事業の説明）

第七条 保険医療機関は、患者が指定訪問看護事業者（法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事

業者並びに介護保険法第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス事業者（訪問看護事業を行

う者に限る。）及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者（介護予防訪問看護

事業を行う者に限る。）をいう。以下同じ。）から指定訪問看護（法第八十八条第一項に規定する指定

訪問看護並びに介護保険法第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス（同法第八条第四項に

規定する訪問看護の場合に限る。）及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス（同法

第八条の二第四項に規定する介護予防訪問看護の場合に限る。）をいう。以下同じ。）を受ける必要が

あると認めた場合には、当該患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等につき十分説明を行うよ

う努めなければならない。

（診療録の記載及び整備）

第八条 保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載

し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

（帳簿等の保存）

第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三

年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から五年間とする。

（通知）

第十条 保険医療機関は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を附して、その旨

を全国健康保険協会及び当該健康保険組合に通知しなければならない。

一 家庭事情等のため退院が困難であると認められたとき。

二 闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて事故を起したと認められたとき。

三 正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。

四 詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。
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（入院）

第十一条 保険医療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具類を具備し、その使用に供する

とともに、その病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなけ

ればならない。

２ 保険医療機関は、病院にあっては、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）の規定に基づき許可を

受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床数の範囲内で、診療所にあっては、同法の規定に基

づき許可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床数の範囲内で、それぞれ患者を入院させな

ければならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

（看護）

第十一条の二 保険医療機関は、その入院患者に対して、患者の負担により、当該保険医療機関の従業

者以外の者による看護を受けさせてはならない。

２ 保険医療機関は、当該保険医療機関の従業者による看護を行うため、従業者の確保等必要な体制の

整備に努めなければならない。

（報告）

第十一条の三 保険医療機関は、厚生労働大臣が定める療養の給付の担当に関する事項について、地方

厚生局長又は地方厚生支局長に定期的に報告を行わなければならない。

２ 前項の規定による報告は、当該保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局長の

分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第二章 保険医の診療方針等

（診療の一般的方針）

第十二条 保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負

傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。

（療養及び指導の基本準則）

第十三条 保険医は、診療に当つては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導

しなければならない。

（指導）

第十四条 保険医は、診療にあたっては常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、心理

的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。

第十五条 保険医は、患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適切な指導をしなけれ

ばならない。

（転医及び対診）

第十六条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療につ

いて疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療につい

て適切な措置を講じなければならない。

（診療に関する照会）

第十六条の二 保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から

照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。

（施術の同意）

第十七条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、み

だりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。

（特殊療法等の禁止）

第十八条 保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つ

てはならない。

（使用医薬品及び歯科材料）

第十九条 保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならな

い。ただし、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第十六項に規定する治験（以下「治験」

という。）に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合その他厚生労働大臣が定

める場合においては、この限りでない。

２ 歯科医師である保険医は、厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠損補綴

において使用してはならない。ただし、治験に係る診療において、当該治験の対象とされる機械器具

等を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
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（健康保険事業の健全な運営の確保）

第十九条の二 保険医は、診療に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのな

いよう努めなければならない。

（特定の保険薬局への誘導の禁止）

第十九条の三 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受ける

べき旨の指示等を行つてはならない。

２ 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指

示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

（指定訪問看護事業との関係）

第十九条の四 医師である保険医は、患者から訪問看護指示書の交付を求められ、その必要があると認

めた場合には、速やかに、当該患者の選定する訪問看護ステーション（指定訪問看護事業者が当該指

定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。）に交付しなければならない。

２ 医師である保険医は、訪問看護指示書に基づき、適切な訪問看護が提供されるよう、訪問看護ステ

ーション及びその従業者からの相談に際しては、当該指定訪問看護を受ける者の療養上必要な事項に

ついて適切な注意及び指導を行わなければならない。

（診療の具体的方針）

第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところに

よるものとする。

一 診察

イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。

ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急

やむを得ない場合については、この限りではない。

ハ 健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。

ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。

ホ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。

ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検

査については、この限りでない。

二 投薬

イ 投薬は、必要があると認められる場合に行う。

ロ 治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与す

る。

ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしな

ければならない。

ニ 投薬を行うに当たっては、薬事法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品（以下「新医薬品等」

という。）とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、

同法第十四条の規定による製造販売の承認（以下「承認」という。）がなされたもの（ただし、

同法第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、

当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、

有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けてい

る場合における当該医薬品を除く。）（以下「後発医薬品」という。）の使用を考慮するとともに、

患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための

対応に努めなければならない。

ホ 栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げること

ができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。

ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならないこととし、厚生労

働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに

一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。

ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定め

る注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなけ

ればならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十

四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。

三 処方せんの交付

イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情

があると認められる場合は、この限りでない。

ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。

四 注射

イ 注射は、次に掲げる場合に行う。

（１） 経口投与によつて胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、

又は経口投与によつては治療の効果を期待することができないとき。

（２） 特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。

（３） その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。

ロ 注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。
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ハ 内服薬との併用は、これによって著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の

投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限って行う。

ニ 混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。

ホ 輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。

五 手術及び処置

イ 手術は、必要があると認められる場合に行う。

ロ 処置は、必要の程度において行う。

六 リハビリテーション

リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。

六の二 居宅における療養上の管理等

居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。

七 入院

イ 入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。

ロ 単なる疲労回復、正常分べん又は通院の不便等のための入院の指示は行わない。

ハ 保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせて

はならない。

（歯科診療の具体的方針）

第二十一条 歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から第十九条の三までの規定によ

るほか、次に掲げるところによるものとする。

一 診察

イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。

ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤使用歴を確認しなければならない。ただし、緊急

やむを得ない場合については、この限りではない。

ハ 健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。

ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。

ホ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。

ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検

査については、この限りでない。

二 投薬

イ 投薬は、必要があると認められる場合に行う。

ロ 治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与す

る。

ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしな

ければならない。

ニ 投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択す

る機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならな

い。

ホ 栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げること

ができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。

ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならないこととし、厚生労

働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに

一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。

三 処方せんの交付

イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情

があると認められる場合は、この限りでない。

ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。

四 注射

イ 注射は、次に掲げる場合に行う。

(1) 経口投与によつて胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、

又は経口投与によつては治療の効果を期待することができないとき。

(2) 特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。

(3) その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。

ロ 注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。

ハ 内服薬との併用は、これによって著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の

投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限って行う。

ニ 混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。

ホ 輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。

五 手術及び処置

イ 手術は、必要があると認められる場合に行う。

ロ 処置は、必要の程度において行う。

六 歯冠修復及び欠損補綴

歯冠修復及び欠損補綴は、次に掲げる基準によって行う。

イ 歯冠修復

(1) 歯冠修復は、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行つた場合は、歯冠修復
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物の維持管理に努めるものとする。

(2) 歯冠修復において金属を使用する場合は、代用合金を使用するものとする。た
だし、前歯部の金属歯冠修復については金合金又は白金加金を使用することがで
きるものとする。

ロ 欠損補綴

(1) 有床義歯

(一) 有床義歯は、必要があると認められる場合に行う。

(二) 鉤は、金位十四カラット合金又は代用合金を使用する。

(三) バーは、代用合金を使用する。

(2) ブリッジ

(一) ブリッジは、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行つた場合は、その

維持管理に努めるものとする。

(二) ブリッジは、金位十四カラット合金又は代用合金を使用する。ただし、金
位十四カラット合金は、前歯部の複雑窩洞又はポンティックに限つて使用す
る。

(3) 口蓋補綴及び顎補綴並びに広範囲顎骨支持型補綴
口蓋補綴及び顎補綴並びに広範囲顎骨支持型補綴は、必要があると認められる

場合に行う。

七 リハビリテーション

リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。

七の二 居宅における療養上の管理等

居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。

八 入院

イ 入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。

ロ 通院の不便等のための入院の指示は行わない。

ハ 保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせて

はならない。

九 歯科矯正

歯科矯正は、療養の給付の対象として行つてはならない。ただし、別に厚生労働大臣が定める場

合においては、この限りでない。

（診療録の記載）

第二十二条 保険医は、患者の診療を行つた場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様式の

診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。

（処方せんの交付）

第二十三条 保険医は、処方せんを交付する場合には、様式第二号又はこれに準ずる様式の処方せんに

必要な事項を記載しなければならない。

２ 保険医は、その交付した処方せんに関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、これに適

切に対応しなければならない。

（適正な費用の請求の確保）

第二十三条の二 保険医は、その行つた診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養

の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

第三章 雑則 （略）


